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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年１０月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年３月５日 ０８時５５分ごろ 

発生場所 青森県外
そと

ヶ
が

浜
はま

町龍
たっ

飛
ぴ

埼北方沖 

龍飛埼灯台から真方位３５７°２.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４１°１８.１′ 東経１４０°２０.４′） 

事故の概要 漁船第１８千
ち

栄
え

丸は、西進中、また、漁船第三大
だい

観
かん

丸は、発進直

後、両船が衝突した。 

第１８千栄丸は、右舷中央部外板に破口等を生じて沈没し、また、

第三大観丸は、船首部に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年３月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第１８千栄丸、８.８２トン 

ＡＭ２－４９４６（漁船登録番号）、個人所有 

１３.３０ｍ（Lr）×３.０６ｍ×０.９７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５４年１１月２７

日 

Ｂ 漁船 第三大観丸、４.８トン 

ＡＭ３－３４０２６（漁船登録番号）、個人所有 

１０.４１ｍ（Lr）×２.９１ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２８３.２０kＷ、昭和６３年７月２日 

第２１２－１１６９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成３年３月２７日 

免許証交付日 平成２７年５月１日 

（平成３３年３月２６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６８歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５４年７月２７日 

免許証交付日 平成２７年５月１日 

（平成３３年４月２１日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に破口等、沈没（全損） 

Ｂ 船首部に亀裂を伴う凹損等 

気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 東北東、波高 約１.０ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、龍飛埼北東方沖で漂泊してめば
．．

る
．
一本釣り漁を行い、付近で操業していたＢ船と無線で交信した後、

平成２８年３月５日０８時４８分ごろ、西方に向けて移動を開始し

た。 

船長Ａは、レーダーで右舷船首方２３°０.７５Ｍ付近に漂泊して

いるＢ船を認め、約８ノットの対地速力で、右舷船尾方から波高約

１.０ｍの波浪を受ける状況下、遠隔操縦装置による手動操舵で操船

を続けた。 

Ａ船は、しばらく直進した後、船長Ａが、舵を中央として遠隔操縦

装置から手を離し、操舵室を出て左舷側通路に移動し、ブルワーク上

に並べた針に餌を付ける作業に取り掛かった。 

船長Ａは、針に餌を付ける作業を続けていたところ、０８時５５分

ごろ、衝撃を感じ、操舵室後方を回って右舷側に移動し、右舷中央部

にＢ船を認めてＢ船と衝突したことを知った。 

船長Ａは、所属する漁業協同組合と造船所に携帯電話で本事故の状

況等を連絡した後、機関室への浸水を認め、無線で同協同組合に救助

の要請を行うとともに、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、船長Ａが来援した別の僚船に移乗した後、間もなく転覆状

態となり、沈没した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、０６時２０分ごろから龍飛埼北

東方沖で漂泊してめばる
．．．

一本釣り漁を行っていた。 

船長Ｂは、圧流と潮上りを繰り返して操業していたとき、Ｂ船の西

方に到着したＡ船を視認して無線で交信し、北西方に移動した。 

船長Ｂは、移動後の漁場で１回操業し、潮上りの後、旋回して船首

を南南西方に向け、０８時５２分ごろ機関を中立として漂泊し、旋回

中に他船を見掛けなかったので、針から魚を外して餌を付け替え、操

舵室右舷後部壁の窓の外から同室内に設置されたＧＰＳプロッターを

操作した。 

船長Ｂは、ＧＰＳプロッターで現在位置等の確認後、クラッチを前

進に入れ、移動を始めた直後に衝撃があり、Ａ船と衝突したことを知

った。 

Ｂ船は、船長Ａが別の僚船に移乗した後、船長Ｂが、しばらく事故

発生場所付近でＡ船の状況を見守っていたが、組合長の指示により青

森県外ヶ浜町三厩
みんまや

漁港に戻った。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 事故発生状況図、付図３ 
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本事故発生直前のＡ船及びＢ船の状況 参照） 

 その他の事項 

 

Ａ船は、直進中、船尾方から波浪を受けると、波浪を受ける舷側に

緩やかに旋回する特性を有していた。 

船長Ａは、Ａ船が直進時、船尾方から波浪を受ける舷側に旋回する

特性を有していることを認識していたものの、その特性が現れるのは

波が高いときだけで、本事故時程度の波浪を船尾方から受けても旋回

することはないものと思っていたが、右舷船首方に居たＢ船に衝突し

たので、追い波を右舷側に受けて緩やかに右旋回しながらＢ船に接近

したのではないかと本事故後に思った。 

船長Ａは、操舵室を出て左舷側通路に移動する際、舵を中央として

いるので、原針路を保持し、西方に向けて直進するものと思ってい

た。 

船長Ａは、Ａ船には２０歳頃から甲板員として、３４歳頃から船長

としてそれぞれ乗り組んでいた。 

Ｂ船は、操舵室右舷後部壁に遠隔操縦装置を装備し、また、操舵室

にＧＰＳプロッターを２台装備し、１台は操舵室右舷後部壁の窓の外

から操作することができるよう、同窓付近に設置していた。 

船長Ｂは、潮上りした後の旋回中、周囲に他船を見掛けなかったの

で、周囲に航行の支障となる他船はいないものと思った。 

船長Ｂは、潮上りした後の旋回中、Ａ船を無線で呼び出したもの

の、応答がなかったので、Ａ船は無線の届かない遠方で操業している

ものと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、龍飛埼北方沖において、右舷船尾方から波浪を受けながら

西進中、船長Ａが、右舷前方で漂泊するＢ船を視認したが、原針路を

保持し、西方に向けて直進するものと思い、左舷側通路に移動して見

張りを行っていなかったことから、緩やかに右旋回しながらＢ船に接

近していることに気付かず、Ｂ船の船首至近を右方に横切る際、発進

したＢ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、舵を中央としていることから、原針路を保持し、西方に

向けて直進するものと思ったものと考えられる。 

Ａ船は、本事故時、右舷船尾方から波浪を受けながら舵を中央とし

て航行したことから、緩やかに右旋回した可能性があると考えられる

が、その状況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、龍飛埼北方沖において、船首を南南西方に向けて漂泊中、

船長Ｂが、周囲に航行の支障となる他船はいないものと思い、操舵室

右舷後部壁でＧＰＳプロッターの操作等を行っていて見張りを行って
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いなかったことから、左舷方から接近するＡ船に気付かずに発進して

Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、潮上りした後の旋回中、周囲に他船を見掛けなかったこ

とから、周囲に航行の支障となる他船はいないものと思ったものと考

えられる。 

船長Ｂは、Ａ船を無線で呼び出したものの応答がなかったので、Ａ

船が無線の届かない遠方で操業していると思ったことから、潮上りし

た後の旋回中、Ａ船を見落とした可能性があると考えられるが、その

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、龍飛埼北方沖において、Ａ船が右舷船尾方から波浪を受

けながら西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、右舷前方で漂泊するＢ船

を視認したが、原針路を保持し、西方に向けて直進するものと思い、

見張りを行っていなかったため、緩やかに右旋回しながらＢ船に接近

していることに気付かず、また、船長Ｂが、周囲に航行の支障となる

他船はいないものと思い、見張りを行っていなかったため、左舷方か

ら接近するＡ船に気付かずに発進し、両船が衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森県 

龍飛埼灯台 

外ヶ浜町 

事故発生場所 
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付図２ 事故発生状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 本事故発生直前のＡ船及びＢ船の状況 
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